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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  複数ライン反転駆動により低消費電力であっ
て、回路構成を複雑化させずに横縞を防止できる液晶表
示装置を提供する。
【解決手段】  液晶セルの書き込み電圧極性を複数ライ
ン毎に反転させた場合、極性が反転するｎラインではド
レインラインの充電が必要となってドレインライン波形
の立ち上がりが鈍る（ｔ３～ｔ４）。一方、ｎ＋１ライ
ンではｎラインの書き込みでドレインラインが充電され
るため波形鈍りは生じない（ｔ８～ｔ９）。このため、
両ラインで液晶セルの書き込み状態に違いが出て横縞と
なる。そこで、クロック信号ＶＣＫの立ち上がり（ｔ
１）で出力イネーブル信号／ＶＯＥを“Ｈ”として、本
来“Ｈ”になるはずのゲートラインを“Ｌ”にしたまま
所定時間Ａが経過してから“Ｈ”として（ｔ４）液晶セ
ルの書き込みを開始させる。こうすることで、波形鈍り
の期間に書き込みが行われず、書き込み状態が全てのラ
インで同一となって横縞は生じない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】   液晶セルとスイッチ手段を備えた画素
が走査線とデータ線の交差位置に配置され、前記走査線
に駆動信号を供給して前記スイッチ手段をオンオフする
走査線駆動手段と、映像データに対応した書き込み信号
を前記データ線及び前記スイッチ手段から前記液晶セル
に供給するデータ線駆動手段とを有し、前記書き込み信
号の極性を複数の走査線毎に反転させる液晶表示装置に
おいて、
前記走査線駆動手段は、前記書き込み信号の極性が反転
する走査線について、前記データ線駆動手段が前記デー
タ線の電圧の極性とは逆極性の書き込み信号の供給を該
データ線に対して開始してから所定時間後より前記駆動
信号を供給し、該走査線と同じ極性の書き込み信号が供
給される後続の走査線について、前記書き込み信号の極
性が反転する走査線について前記駆動信号が供給される
時間と同じ時間だけ前記駆動信号を供給することを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項２】   液晶セルとスイッチ手段を備えた画素
が走査線とデータ線の交差位置に配置され、前記走査線
に駆動信号を供給して前記スイッチ手段をオンオフする
走査線駆動手段と、映像データに対応した書き込み信号
を前記データ線及び前記スイッチ手段から前記液晶セル
に供給するデータ線駆動手段とを有し、前記書き込み信
号の極性を複数の走査線毎に反転させる液晶表示装置に
おいて、
前記走査線駆動手段は、同じ極性の書き込み信号が供給
される複数の走査線のうち、前記書き込み信号の極性が
反転する走査線以外の後続の走査線について、前記書き
込み信号の極性が反転する走査線について前記駆動信号
が供給される時間よりも所定時間短かい時間だけ前記駆
動信号を供給することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】   液晶セルとスイッチ手段を備えた画素
が走査線とデータ線の交差位置に配置され、前記走査線
に駆動信号を供給して前記スイッチ手段をオンオフする
走査線駆動手段と、映像データに対応した書き込み信号
を前記データ線及び前記スイッチ手段から前記液晶セル
に供給するデータ線駆動手段とを有し、前記書き込み信
号の極性を複数の走査線毎に反転させる液晶表示装置に
おいて、
前記走査線駆動手段及び前記データ線駆動手段は、前記
書き込み信号の極性が反転する走査線については、前記
映像データが供給されない無効期間の範囲内で決められ
た一定時間だけ１水平期間よりも長い期間内でそれぞれ
前記駆動信号及び前記書き込み信号を供給し、該走査線
と同じ極性の書き込み信号が供給される後続の走査線に
ついては、前記一定時間だけ１水平期間よりも短かい期
間内でそれぞれ前記駆動信号及び前記書き込み信号を供
給することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】   前記走査線駆動手段は、前記駆動電圧
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を前記走査線に供給するか否かを制御するための出力イ
ネーブル信号に従って、前記駆動信号を供給する期間を
調整するようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の
何れかの項記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はドットマトリクス構
成の液晶表示装置に関し、特に、液晶セルに印加する書
き込み電圧の極性を複数の走査線（ライン）毎に反転さ
せるようにしたアクティブマトリクス型の液晶表示装置
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】一般的に用いられている液晶表示装置と
しては、ＳＴＮ（Super Twisted Nematic）型のものや
ＴＦＴ（Thin Film Transistor； 薄膜トランジスタ）
型のものなどが代表的である。このうち、ＳＴＮ型の液
晶表示装置では単純マトリクス駆動を行っている。すな
わち、単純マトリクス駆動では、スイッチング素子を設
けることなく電極と液晶とで液晶パネルを構成し、マト
リクス状に配置された各画素の液晶を走査信号に同期し
て直接時分割駆動している。
【０００３】一方、ＴＦＴ型の液晶表示装置ではアクテ
ィブマトリクス駆動を行っている。すなわち、アクティ
ブマトリクス駆動では、ＴＦＴ等の能動素子から成るス
イッチング素子を画素毎に配置することで、オン画素と
オフ画素を分離しつつオン画素に印加する電圧を保持可
能として、マトリクス状に配置された各画素の液晶を走
査信号に同期して時分割駆動している。このようにする
ことで、コントラストやレスポンス等が良好で高画質か
つ大容量表示を容易に実現できることから、最近ではア
クティブマトリクス型の液晶表示装置が主流になってき
ている。
【０００４】そこでこれ以後は、アクティブマトリクス
型の液晶表示装置を前提として話を進める。まず、液晶
表示装置では線順次駆動を行っており、画面最上辺の走
査線から最下辺の走査線に向かって走査線を順に駆動し
てゆくことで１画面分の映像を表示している。なお、こ
の１画面を一般にフレーム（フィールドとも言う）と呼
んでいる。また液晶表示装置では、液晶セルを駆動する
にあたって、液晶材料が劣化してしまわないように、液
晶セルに印加する書き込み電圧の極性を所定期間毎に反
転させて交流駆動するようにしている。
【０００５】ここで、書き込み電圧の極性を反転させる
タイミングとしてはフレーム単位で行う場合、走査線単
位で行う場合、画素（ドット）単位で行う場合があり、
それぞれフレーム反転駆動，ライン反転駆動，ドット反
転駆動と呼んでいる。このうち、フレーム反転駆動は最
も基本的な駆動手法であって、各画素に印加する書き込
み電圧の極性をフレーム毎に変えてやるものである。つ
まり、あるフレームで特定の画素を正極性で駆動したの



(3) 特開２００１－２１５４６９

10

20

30

40

50

3
であれば、１フレーム分の駆動を行った次のフレームで
再びこの画素を駆動するときには負極性で駆動するとい
うものである。
【０００６】一方、ライン反転駆動およびドット反転駆
動は各フレーム内でも極性を反転させるようにしたもの
である。このうちのライン反転駆動（正確には、１ライ
ン反転駆動）によると、或る走査線を正極性で駆動した
のであれば、この走査線の直下にある次の走査線につい
ては負極性で駆動し、さらに次の走査線については再び
正極性で駆動することになる。一方、ドット反転駆動は
各走査線上の画素毎に極性を反転させるものであって、
互いに隣接する２個の液晶セルを単位として書き込み電
圧の極性が交互に切り替わってゆくものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ところで、書き込み電
圧の極性を反転させた場合、この書き込み電圧を液晶セ
ルに供給するためのドレインラインを負極性の電圧から
正極性の電圧に充電し，あるいは，これとは逆に正極性
の電圧から負極性の電圧に放電する必要がある。このた
め、ライン反転駆動を行うとドレインラインの充放電が
頻繁に行われて消費電力が大きくなってしまう。とりわ
け、上述したように１走査線毎に書き込み電圧の極性を
反転させるようにすると消費電力の増大が顕著である。
【０００８】一方、フレーム反転駆動にすれば消費電力
を低減できるが、この場合には１フレームの期間にわた
って同一極性の電圧が液晶セルに保持され続けるため、
ＴＦＴの漏れ電流によって画素の表示階調が乱れるとい
った別の問題が生じてきてしまう。こうしたことから、
最近では折衷案として、複数ライン毎に書き込み電圧の
極性を反転させる「複数ライン反転駆動」が採用されて
きている。しかしながら、こうした複数ライン反転駆動
にも以下に述べるような問題がある。
【０００９】ここで、図９は従来の技術による液晶表示
装置の構成の要部を示しており、ここでは従来の問題点
を説明するために必要な事項についてのみ説明する。ま
ず、図中のＴＦＴ１００，液晶セル１０１は個々の画素
を構成している。各画素は、行方向（走査線方向）に走
る複数のゲートライン１０２と列方向に走る複数のドレ
インライン１０３が交差する位置に配列され、これらに
よって液晶パネル１０４を形成している。
【００１０】ゲートドライバ１０５は、ゲートライン１
０２に駆動電圧を順次供給してゆくことで各ゲートライ
ンに接続されたＴＦＴ１００の導通状態を制御してい
る。また、ソースドライバ１０６は書き込み電圧をドレ
インライン１０３に供給することで、ゲートドライバ１
０５の駆動するＴＦＴ１００を通じて各液晶セル１０１
に書き込みを行う。さらに、タイミングコントローラ１
０７は各種の制御信号をゲートドライバ１０５及びソー
スドライバ１０６に送出する。なお、液晶セル１０１の
一端が接続されたコモン電極１０８には一定電圧が印加
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されている。
【００１１】次に、図１０は図９に示した液晶表示装置
で２ライン反転駆動を行ったときのタイミング波形を示
したものである。図中、クロック信号ＶＣＫはゲートド
ライバ１０５がゲートライン１０２を順次活性化させる
ためのものである。また、ラッチパルス信号ＳＴＢは、
ソースドライバ１０６が取り込んだ１走査線分の映像デ
ータをドレインライン１０３ヘ送出するためのタイミン
グ信号である。そしてここでは、図１０に示したタイミ
ングに対応したフレームの直前のフレームにおいて、ｎ
番目及びｎ＋１番目の走査線に何れも負極性の書き込み
電圧が印加されていたものとする。なお、ｎ番目の走査
線（ゲートライン）をこれ以後の説明では単に「ｎライ
ン」と呼ぶこととし、これ以外の走査線についても同様
とする。
【００１２】まず、時刻ｔ１００でクロック信号ＶＣＫ
が立ち上がると、「ｎラインゲート波形」で示した駆動
電圧をｎラインへ印加してこのゲートラインに接続され
た画素を選択する。次に、時刻ｔ１０１でラッチパルス
信号ＳＴＢが立ち下がると、ｎライン上の映像データに
対応した書き込み電圧をドレインライン１０３に印加し
て、このｎラインに接続された液晶セル１０１への書き
込みを開始する。
【００１３】ところが、この場合は書き込み電圧の極性
が反転した直後であって、液晶セル１０１の容量に加え
てドレインライン１０３の持つ容量を充電（なお、正極
性の書き込み電圧から負極性の書き込み電圧へ遷移させ
る場合には放電）しなければならない。このため、ドレ
インライン１０３の電圧が負極性の書き込み電圧から徐
々に正極性の書き込み電圧へと立ち上がってゆき、時刻
ｔ１０２になってようやく電圧の上昇が止まる。
【００１４】その後、画面上の１水平期間に相当する時
間Ｔが時刻ｔ１００から経過して時刻ｔ１０３になる
と、ｎラインに対して駆動電圧が印加されなくなって、
その代わりに「ｎ＋１ラインゲート波形」で示された駆
動電圧がｎ＋１ラインへ印加されるようになる。次に、
時刻ｔ１０４でラッチパルス信号ＳＴＢが立ち下がる
と、ｎラインの場合と同様にして、映像データに対応し
た書き込み電圧がドレインライン１０３へ供給されるよ
うになる。
【００１５】もっとも、この時点ではｎラインへの書き
込みによってドレインライン１０３が既に正極性の電圧
に充電されている。このため、ｎ＋１ラインでは液晶セ
ル１０１の容量だけを充電（放電）すれば良くなり、ド
レインライン波形はほぼ同電位のままのフラットな波形
となる。そして、時刻ｔ１０４から時間Ｔが経過した時
刻ｔ１０５でラッチパルス信号ＳＴＢが立ち下がると、
ｎ＋２ラインへの書き込みのためにドレインライン３が
正極性の電圧から負極性の電圧に遷移する。
【００１６】以上のように、ｎラインではドレインライ
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ン１０３の持つ容量を充電するための時間が余分にかか
るため、ドレインライン波形の立ち上がり部分で波形鈍
りが生じてしまう（時刻ｔ１０１～ｔ１０２）。一方、
ｎ＋１ラインではドレインライン１０３の持つ容量を充
電する必要がないことから、ｎラインのときのようにド
レインライン波形に波形鈍りが生じることもなくなる
（時刻ｔ１０４～）。
【００１７】こうした相違にも拘わらず、従来の液晶表
示装置では各ゲートラインを同じように駆動しており、
各走査線における書き込み期間が常に一定時間Ｔとなっ
ている。このため、例えばｎラインとｎ＋１ラインとで
は液晶セル１０１への書き込み状態が異なってくる。と
いうのも、ｎ＋１ラインに接続された液晶セルの保持電
圧は、書き込み期間が十分であるため、ソースドライバ
１０６が出力する映像データに対応した電圧まで到達す
る。一方、ｎラインに接続された液晶セルの保持電圧
は、波形鈍りの影響で実質的な書き込み期間が十分確保
されなくなって、映像データに対応した電圧まで達しな
い。
【００１８】ここで、液晶セルの保持電圧が下がるとそ
れだけ画素の輝度も低くなるため、ｎラインの輝度はｎ
＋１ラインの輝度よりも下がってしまう。こうした現象
が他の走査線でも生じるため、画素の輝度が１走査線毎
に違ってきて画面上で横筋（横縞）となって現れてく
る。このことは、液晶表示装置を高解像度にして１水平
期間（時間Ｔ）を短くすればするほど、ドレインライン
波形における立ち上がり部分の影響が無視しえなくなる
ため、それだけ横縞も顕著になってくる。
【００１９】ところで、特開平９－１５５６０号公報
（以下「公知例」という）では、書き込み電圧の極性が
反転する走査線について、１水平期間の長さをこれ以外
の走査線のものよりも広げている。こうすると、同極性
での書き込みの場合と反対の極性での書き込みの場合と
で書き込み状態の差が減少して、横縞の発生も緩和され
るものと考えられる。
【００２０】しかしながら、上記公知例のように１水平
期間の長さそのものを変えるには、液晶表示装置内で基
準となるクロック信号（以下「基準クロック信号」とい
う）の周期を可変させなければならない。しかるに、一
般的な液晶表示装置では１水平期間が一定であることを
前提として回路設計が行われている。したがって、基準
クロック信号の周期を可変にしてしまうと、回路構成
（特に、図９に示したタイミングコントローラ１０７に
相当する回路ブロック）が複雑化してしまうのは避けが
たい。
【００２１】また、上記公知例のすると次のような問題
もある。すなわち上記公知例では、書き込み電圧の極性
が反転する走査線についてはその水平走査期間を所定の
時間幅だけ広げている。しかし、１フレーム内の走査線
の本数は一定かつ不変であることから、広げた時間幅を
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補償するにはこれ以外の走査線の水平走査期間を縮めて
やらなければいけない。例えば、上記公知例では３走査
線毎に書き込み電圧の極性を反転させているため、３本
の走査線のうちの２本の走査線についてそれぞれ水平走
査期間を狭める必要がある。
【００２２】ここで、水平走査期間が短縮されても同じ
画素数分の映像データを液晶セルへ書き込むためには、
映像データを取り込むためのクロック信号（以下「デー
タ取り込みクロック信号」という）の周波数を上げてや
る必要がある。ところが、上記公知例では書き込み電圧
の極性が反転する走査線の水平走査期間を１．１倍～
１．４倍程度にまで広げている。このため、装置内の各
部（特に、図９に示したタイミングコントローラ１０７
及びソースドライバ１０６に相当する回路ブロック）に
ついて動作周波数をかなりの程度上げねばならず、回路
設計やレイアウト設計を行う上での障害となる。のみな
らず、動作周波数が上がることで ＥＭＩ（Electro-Mag
netic Interference；電磁妨害）ノイズの対策といった
ことが必要になるのは必定である。
【００２３】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので
あって、その目的は、複数ライン反転駆動によって消費
電力が低く、しかも、タイミングコントローラ等の回路
構成を複雑化させることなく横縞の発生を防止して高画
質表示が可能な液晶表示装置を提供することにある。
【００２４】
【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた
めに、請求項１記載の発明は、液晶セルとスイッチ手段
を備えた画素が走査線とデータ線の交差位置に配置さ
れ、前記走査線に駆動信号を供給して前記スイッチ手段
をオンオフする走査線駆動手段と、映像データに対応し
た書き込み信号を前記データ線及び前記スイッチ手段か
ら前記液晶セルに供給するデータ線駆動手段とを有し、
前記書き込み信号の極性を複数の走査線毎に反転させる
液晶表示装置において、前記走査線駆動手段は、前記書
き込み信号の極性が反転する走査線について、前記デー
タ線駆動手段が前記データ線の電圧の極性とは逆極性の
書き込み信号の供給を該データ線に対して開始してから
所定時間後より前記駆動信号を供給し、該走査線と同じ
極性の書き込み信号が供給される後続の走査線につい
て、前記書き込み信号の極性が反転する走査線について
前記駆動信号が供給される時間と同じ時間だけ前記駆動
信号を供給することを特徴としている。
【００２５】また、請求項２記載の発明は、液晶セルと
スイッチ手段を備えた画素が走査線とデータ線の交差位
置に配置され、前記走査線に駆動信号を供給して前記ス
イッチ手段をオンオフする走査線駆動手段と、映像デー
タに対応した書き込み信号を前記データ線及び前記スイ
ッチ手段から前記液晶セルに供給するデータ線駆動手段
とを有し、前記書き込み信号の極性を複数の走査線毎に
反転させる液晶表示装置において、前記走査線駆動手段
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7
は、同じ極性の書き込み信号が供給される複数の走査線
のうち、前記書き込み信号の極性が反転する走査線以外
の後続の走査線について、前記書き込み信号の極性が反
転する走査線について前記駆動信号が供給される時間よ
りも所定時間短かい時間だけ前記駆動信号を供給するこ
とを特徴としている。また、請求項３記載の発明は、液
晶セルとスイッチ手段を備えた画素が走査線とデータ線
の交差位置に配置され、前記走査線に駆動信号を供給し
て前記スイッチ手段をオンオフする走査線駆動手段と、
映像データに対応した書き込み信号を前記データ線及び
前記スイッチ手段から前記液晶セルに供給するデータ線
駆動手段とを有し、前記書き込み信号の極性を複数の走
査線毎に反転させる液晶表示装置において、前記走査線
駆動手段及び前記データ線駆動手段は、前記書き込み信
号の極性が反転する走査線については、前記映像データ
が供給されない無効期間の範囲内で決められた一定時間
だけ１水平期間よりも長い期間内でそれぞれ前記駆動信
号及び前記書き込み信号を供給し、該走査線と同じ極性
の書き込み信号が供給される後続の走査線については、
前記一定時間だけ１水平期間よりも短かい期間内でそれ
ぞれ前記駆動信号及び前記書き込み信号を供給すること
を特徴としている。
【００２６】また、請求項４記載の発明は、請求項１乃
至３の何れかの項記載の発明において、前記走査線駆動
手段は、前記駆動電圧を前記走査線に供給するか否かを
制御するための出力イネーブル信号に従って、前記駆動
信号を供給する期間を調整するようにしたことを特徴と
している。
【００２７】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態について順次説明してゆく。
〔第１実施形態〕
（１）構成の説明
図１は本実施形態による液晶表示装置の構成の要部を示
したものである。図中の符号１は液晶パネルであって、
行方向に走るゲートライン２ｎ，ゲート２ｎ＋１，…，
２ｎ＋ｍおよび列方向に走るドレインライン３，…，３
がそれぞれ配線されている。
【００２８】このうち、各ゲートラインはそれぞれ走査
線に対応している。また、ドレインライン３には液晶パ
ネル１上で画面表示を行うための映像データが供給され
る。このため、ドレインライン３はデータ線などと呼ば
れることもある。そして、ゲートライン及びドレインラ
インが互いに交差する位置には画素がマトリクス状に配
置されている。
【００２９】これらの各画素はＴＦＴ４および液晶セル
５によって構成されている。このうち、ＴＦＴ４のゲー
ト端子，ドレイン端子，ソース端子はそれぞれゲートラ
イン２ｎ等，ドレインライン３，液晶セル５の一端に接
続されている。一方、液晶セル５はその一端がＴＦＴ４
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のソース端子に接続され、その他端がコモン電極６に接
続されている。この液晶セル５は１ドット分の表示を行
うほか、ソースドライバ９（後述）からドレインライン
３を通じて供給される書き込み電圧を保持するための容
量を構成している。
【００３０】ここで、液晶セル５を通過する光の透過率
は印加される書き込み電圧のレベルに応じて変化するた
め、この性質を利用して書き込み電圧のレベルを適宜変
えてやれば、画素の輝度を所望の状態に設定することが
できる。また、コモン電極６には一定電圧として例えば
７Ｖが印加されており、この一定電圧を基準にして液晶
セル５に対する書き込み電圧の極性（正極性または負極
性）が定まる。例えば本実施形態では、正極性の書き込
み電圧を８～１３Ｖ，負極性の書き込み電圧を１～６Ｖ
としており、各極性においてコモン電極６の電位７Ｖか
らの差電圧（１Ｖ～６Ｖ）の範囲内で画素の輝度を変え
られる。
【００３１】そして、何れかのゲートラインに駆動電圧
を印加してこれに接続されたＴＦＴ４をオンさせれば、
ドレインライン３を通じて供給される映像データの書き
込み電圧が、各ＴＦＴ４に接続された液晶セル５の容量
に印加されて該容量に電荷が書き込まれてゆく。また、
ゲートラインに駆動電圧が印加されなくなってＴＦＴ４
がオフしても、液晶セル５は再び書き込みが行われるま
での１フレームの期間中は書き込み電圧を保持してお
り、この保持電圧によって液晶パネル１上の表示が継続
的に行われる。
【００３２】なお、液晶パネル１は対向する２枚のガラ
ス基板を備えており、これらガラス基板の間に液晶が封
入されている。そして一方のガラス基板には、ＴＦＴ４
が配置されるとともにゲートライン２ｎ等およびドレイ
ンライン３が配線されている。また、他方のガラス基板
にはフィルタとコモン電極６が配置されており、液晶表
示装置がカラーであればフィルタとしてＲＧＢの３原色
のカラーフィルタが設けられる。ここで、本明細書では
液晶パネル１の解像度がＳＸＧＡ（Super eXtended Gra
phics Array） 規格（１２８０ドット×１０２４ドッ
ト）に準拠しており、フレーム周波数が６０Ｈｚである
として話を進める。したがって、ドレインライン３はＲ
ＧＢ各色について１２８０本，ゲートラインは１０２４
本となる。
【００３３】次に、ゲートドライバ７は走査線方向の駆
動を受け持っており、タイミングコントローラ８（後
述）から供給されるクロック信号ＶＣＫに同期して、パ
ルス状の駆動電圧（以下「ゲートパルス信号」という）
をゲートライン２ｎ等に順番に供給してこれらゲートラ
インを線順次駆動する。したがって、ゲートドライバ７
が各ゲートラインにゲートパルス信号を印加している期
間（つまり、ゲートパルス信号のパルス幅）が、液晶セ
ル５に対する書き込み期間となる。
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9
【００３４】また、ゲートドライバ７はタイミングコン
トローラ８から供給される出力イネーブル信号／ＶＯＥ
に応じて、ゲートライン２ｎ等へゲートパルス信号を供
給するかどうかを制御している。すなわち、出力イネー
ブル信号／ＶＯＥがローレベル（以後は“Ｌ”と略記す
る）であればゲートドライバ７はゲートライン２ｎ等へ
ゲートパルス信号を印加し、出力イネーブル信号／ＶＯ
Ｅがハイレベル（以後は“Ｈ”と略記する）であればゲ
ートパルス信号を印加しない。なお、記号「／」は反転
信号であることを意味する。
【００３５】次に、タイミングコントローラ８はドット
クロック信号ＤＣＫ，ラッチパルス信号ＳＴＢ，クロッ
ク信号ＶＣＫ，出力イネーブル信号／ＶＯＥ，映像デー
タをそれぞれ生成し、これらをゲートドライバ７及びソ
ースドライバ９に送出することによって液晶パネル１上
における画面表示を制御するようにしている。なお、こ
れら信号のタイミングの詳細については動作説明の際に
明らかにするので、ここでは詳しく説明しない。
【００３６】次に、ソースドライバ９はシフトレジス
タ，ラッチ及びドライバ回路（いずれも図示を省略）を
内蔵している。なお、これらシフトレジスタ等は何れも
１走査線分の映像データ（ここでは１２８０ドット分）
に対応した構成となっている。そしてソースドライバ９
は、タイミングコントローラ８から供給されるスタート
パルス信号ＳＰ及びドットクロック信号ＤＣＫに基づい
て、スタートパルス信号ＳＰに与えられたパルスの立ち
上がり時点からドットクロック信号ＤＣＫに従って映像
データを１画素ずつ順次シフトレジスタに取り込んでゆ
く。
【００３７】そして、ソースドライバ９は１走査線分の
映像データを取り込んだ時点でシフトレジスタへの取り
込みを停止させる。また、ソースドライバ９はタイミン
グコントローラ８からラッチパルス信号ＳＴＢのパルス
が供給された場合に、その立ち上がりに同期してシフト
レジスタに取り込んでおいた全ての映像データを同時に
ラッチへ転送する。さらに、ソースドライバ９はラッチ
パルス信号ＳＴＢの立ち下がりに同期して、ラッチに転
送された映像データを液晶セル５に対する書き込み電圧
に変換してドレインライン３へ同時に送出する。
【００３８】ここで、本発明の各実施形態による液晶表
示装置は複数ライン反転駆動かつドット反転駆動を行っ
ており、こうした駆動態様を「複数ラインドット反転駆
動」と呼んでいる。例えば２ラインドット反転駆動を行
う場合は、図２に示したような書き込み電圧の極性で個
々の画素を駆動することになる。同図は、液晶パネル１
の左上隅の近傍について、或る１フレーム内で各画素に
書き込まれた映像データの電圧の極性を示したものであ
る。図示したように、ｎラインについては左端の画素か
ら順に正極性，負極性の電圧が繰り返し書き込まれ、ｎ
＋１ラインについてもｎラインと全く同様の極性の電圧
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が書き込まれる。
【００３９】一方、ｎ＋２ラインおよびｎ＋３ラインに
ついてはｎライン及びｎ＋１ラインと正反対の極性の電
圧が書き込まれており、左端の画素から負極性，正極性
の電圧が繰り返し書きまれている。そして、ｎ＋４ライ
ン以降はｎライン～ｎ＋３ラインと同様の書き込みが繰
り返されてゆく。そして、図２に示したフレームの次の
フレームでは、いま述べたのと極性が正反対の電圧を順
次書き込んでゆく。例えば、ｎライン及びｎ＋１ライン
については左端の画素から順に負極性，正極性の電圧が
繰り返し書きまれてゆくことになる。
【００４０】（２）動作の説明
次に、本実施形態による液晶表示装置の動作を図３のタ
イミングチャートに沿って説明する。図３は図２に示し
たような２ラインドット反転駆動を行った場合について
示したものである。また、図３ではドレインライン波形
の図示を簡単にするために画面上でベタ表示を行った場
合について示してあり、このことはこれ以後に参照する
図面でも同様である。そして本実施形態においても、直
前のフレームではｎライン及びｎ＋１ラインの何れもが
負極性の書き込み電圧で駆動されており、図３に示した
タイミングのフレームではこれら両ラインが何れも正極
性の書き込み電圧で駆動されるものとする。
【００４１】図３において、「ドライバ入力データ」は
タイミングコントローラ８からソースドライバ９に供給
される映像データであって、１水平期間に相当する時間
Ｔ（上述したＳＸＧＡ，６０Ｈｚの場合では１５．６μ
ｓ）を周期として１走査線分の映像データが供給され
る。ここで、１水平期間は有効期間および無効期間（ I
NVALID期間とも言う）から構成されており、例えば有効
期間は１１．９μｓ，無効期間は３．７μｓである。そ
して、有効期間は実際に映像データが供給される期間で
あり、また、１走査線上にある１２８０ドットの映像デ
ータをこの有効期間内に取り込むために、上述したドッ
トクロックＤＣＫの周波数は約１０８ＭＨｚに設定して
ある。
【００４２】一方、無効期間はＣＲＴ（Cathode Ray Tu
be）ディスプレイ等で用いられている水平帰線消去期間
に相当するものであって、液晶表示装置では本来必要の
ない期間ではあるが、ＣＲＴディスプレイ等との互換性
をとるために設けてある。そして、スタートパルス信号
ＳＰに与えられたパルスの立ち上がりが有効期間の始ま
りであって、この有効期間が終了した時点から無効期間
が始まる。また、スタートパルス信号ＳＰの立ち上がり
から時間Ｔだけ経過して再びスタートパルス信号ＳＰに
パルスが与えられるようになると新たな有効期間が始ま
る。
【００４３】さて、まず時刻ｔ１以前ではソースドライ
バ９がｎラインの映像データをドットクロック信号ＤＣ
Ｋに従って取り込んでいる。そして時刻ｔ１になるとタ
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11
イミングコントローラ８はクロック信号ＶＣＫにパルス
を発生させる。すると、ゲートドライバ７はクロック信
号ＶＣＫの立ち上がりに同期してゲートパルス信号をシ
フトさせる。
【００４４】これによって、本来であればゲートドライ
バ７はゲートライン２ｎに供給する駆動電圧を立ち上げ
ることになる。ところがこの場合、タイミングコントロ
ーラ８は出力イネーブル信号／ＶＯＥとして時間Ａの幅
を持ったパルスを同時刻ｔ１から発生させている。この
ため、ゲートドライバ７はゲートライン２ｎに対するゲ
ートパルス信号の供給を停止して、図３に示したように
ｎラインゲート波形を“Ｌ”のまま維持する。
【００４５】次に、時刻ｔ２でタイミングコントローラ
８はラッチパルス信号ＳＴＢにパルスを発生させる。こ
のとき、タイミングコントローラ８からソースドライバ
９に供給される映像データは有効期間から無効期間に移
行するため、ソースドライバ９は映像データをシフトレ
ジスタへ取り込むのを止めて、これらｎライン上の映像
データをシフトレジスタからラッチへ転送する。なお、
クロック信号ＶＣＫが立ち上がってからゲートライン波
形が立ち下がりきるまでにはある程度の時間を要する
（例えば、時刻ｔ６以降のｎラインゲート波形を参
照）。このため、クロック信号ＶＣＫの立ち上がりをラ
ッチパルス信号ＳＴＢの立ち下がりよりも前にしておか
ないと、次のラインの映像データを取り込んでしまう。
こうしたことから、図３では若干の余裕を持たせて、ク
ロック信号ＶＣＫの立ち下がりをラッチパルス信号ＳＴ
Ｂの立ち上がりよりも一定時間だけ前にしている。
【００４６】次に、時刻ｔ３でタイミングコントローラ
８がラッチパルス信号ＳＴＢを立ち下げると、この立ち
下がりに同期して、ソースドライバ９内のドライバ回路
はラッチ内の映像データに対応した正極性の書き込み電
圧をドレインライン３ヘ送出する。ここで、この時点ま
でドレインライン３は負極性の書き込み電圧になってい
たため、正極性の書き込み電圧が新たに印加されること
でドレインライン３の持つ容量に対する充電が始まる。
この結果、図３に示したようにドレインライン波形が時
刻ｔ３から徐々に立ち上がってゆき、時刻ｔ４になると
ドレインライン３の電圧がソースドライバ９から出力さ
れた書き込み電圧に達する。
【００４７】一方、タイミングコントローラ８は、時刻
ｔ１から予め決めておいた時間Ａが経過するのを監視し
ており、これに対応した時刻ｔ４で出力イネーブル信号
／ＶＯＥのレベルを“Ｌ”に戻す。これにより、ゲート
ドライバ７はゲートライン２ｎに対するゲートパルス信
号の印加を開始させるため、図３に示したように「ｎラ
インゲート波形」が立ち上がる。その結果、ゲートライ
ン２ｎに接続されたＴＦＴ４が何れもオンとなって、こ
れらＴＦＴに接続された液晶セル５に対してドレインラ
イン３から供給される正極性の書き込み電圧で書き込み
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が行われる。
【００４８】ここで、時間Ａはドレインライン波形が負
極性の書き込み電圧から正極性の書き込み電圧に立ち上
がるまでの時間と同じ、あるいは、これを越える時間に
決めておく。理論的には、時間Ａの値をソースドライバ
９の駆動能力，ソースドライバ９にかかる液晶パネル１
の負荷（ドレインライン３の抵抗や容量）などに基づい
て算出可能である。しかしながら、液晶パネル１やソー
スドライバ９の特性には装置毎にバラツキがあるため、
時間Ａを計算のみによって精度良く求めることは一般に
困難である。
【００４９】そこで、実際には時間Ａの値を評価によっ
て求めている。そのために、液晶表示装置の外部から時
間Ａの値を可変できるようにタイミングコントローラ８
を構成しておく。そして、液晶表示装置を実際に動作さ
せて所定のパターン（例えば全画面がベタ）を液晶パネ
ル１上に表示させながら、時間Ａを微調整して画面上で
横筋が発生するかどうかを目視で確認して、横筋が消え
たときの時間Ａを求めるようにしている。
【００５０】なお、図３ではドレインライン波形が立ち
上がりきったところ（時刻ｔ４）を出力イネーブル信号
／ＶＯＥの立ち下がりに一致させている。しかし、出力
イネーブル信号／ＶＯＥが時刻ｔ４よりも早めに（すな
わち、ドレインライン波形が立ち上がりきった辺りで）
立ち下がっても、目視で評価した結果として横縞が目立
たないのであれば何ら問題はない。ちなみに、出力イネ
ーブル信号／ＶＯＥの立ち下がりを時刻ｔ４よりも後に
しても良いが、時間Ａを長くすればするほど液晶セル５
に十分書き込みが行われなくなって輝度が低下する。し
たがって、時間Ａは横筋が消える最小値の時間とするこ
とが望ましい。
【００５１】ここで、図４はＳＸＧＡ，６０ＭＨｚで２
ラインドット反転駆動を実施した場合について横筋の程
度の目視確認結果を示したものである。液晶セル５に１
２７階調の階調表示を行う場合、時間Ａが０μｓでは薄
い横筋が認められるのに対して、時間Ａを１．２６，
２．５，５．０μｓにすることで何れの場合にも横筋は
なくなる。こうしたことから、１２７階調表示では時間
Ａの最終値を１．２６μｓに決定すれば良い。一方、６
３階調表示を行う場合には時間Ａを１．２６μｓとして
も薄い横筋が発生するため、横筋がなくなる２．５μｓ
を時間Ａの最終値に決定すれば良い。
【００５２】次に、図３に示した時刻ｔ５になるとタイ
ミングコントローラ８はスタートパルス信号ＳＰにパル
スを発生させるが、このパルスの立ち上がりに同期して
有効期間に入るためソースドライバ９に対して映像デー
タが供給されるようになる。そこで、ソースドライバ９
はドットクロック信号ＤＣＫに従って映像データを順次
シフトレジスタに取り込んでゆく。次に、時刻ｔ６にな
ると、タイミングコントローラ８は時刻ｔ１と同様にク
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ロック信号ＶＣＫ及び出力イネーブル信号／ＶＯＥを立
ち上げる。
【００５３】これにより、ゲートドライバ７はゲートパ
ルス信号をシフトさせてゲートライン２ｎに対するゲー
トパルス信号の供給を停止させる結果、図３のようにｎ
ラインゲート波形が立ち下がって、ゲートライン２ｎに
接続された液晶セル５への書き込みが終了する。以上の
ように、書き込み電圧の極性が反転する走査線では、時
間（Ｔ－Ａ）だけ液晶セル５に書き込みが行われるよう
になる。そして、この後はｎ＋１ラインについても、ｎ
ラインのとき（時刻ｔ１～ｔ６）とほぼ同様の動作が時
刻ｔ６～ｔ１１で行われる。
【００５４】すなわち、時刻ｔ６で出力イネーブル信号
／ＶＯＥが立ち上がるため、ゲートドライバ７はゲート
ライン２ｎ＋１へゲートパルス信号を印加しないように
する。次に、時刻ｔ７でラッチパルス信号ＳＴＢが立ち
上がるとｎ＋１ライン上の映像データの取り込みが停止
し、時刻ｔ８でラッチパルス信号ＳＴＢが立ち下がると
それまでに取り込まれたｎ＋１ラインの映像データに対
応する書き込み電圧がドレインライン３に印加されるよ
うになる。ここで、ｎ＋１ラインではドレインライン３
が既に正極性の書き込み電圧で充電されており、時刻ｔ
８～ｔ９では時刻ｔ３～ｔ４のようなドレインライン波
形の立ち上がりは存在しない。
【００５５】次に、時刻ｔ９で出力イネーブル信号／Ｖ
ＯＥが立ち下がると、ゲートライン２ｎ＋１にゲートパ
ルス信号が印加されるようになって当該ゲートラインに
接続された液晶セル５に対する書き込みが始まる。この
後は、時刻ｔ１０でｎ＋２ラインの映像データの取り込
みが始まる。また、時刻ｔ１１でゲートパルス信号がシ
フトしてゲートライン２ｎ＋１に対するゲートパルス信
号の供給が停止してこれに接続された液晶セル５への書
き込みが終了する。以上のように、ｎ＋１ラインについ
ても時間（Ｔ－Ａ）だけ書き込みが行われることにな
る。
【００５６】こうして同時刻ｔ１１で２走査線分の書き
込みが終了すると、この後はｎ＋２ライン以降の走査線
についてもｎライン及びｎ＋１ラインと同様にして書き
込みが行われてゆく。ここで、本実施形態では２ライン
ドット反転駆動を行っているため、図３の時刻ｔ１３に
示したようにｎ＋２ラインではドレインライン３が負極
性の書き込み電圧で駆動され、図３に示したようにドレ
インライン波形が正極性の書き込み電圧から負極性の書
き込み電圧に遷移する。なお、ｎ＋２ライン及びｎ＋３
ラインにおける書き込み動作は、ドレインライン波形が
負極性の書き込み電圧になる以外はｎライン及びｎ＋１
ラインと同じである。
【００５７】以上のように本実施形態によると、書き込
み電圧の極性が反転する走査線では、ドレインライン３
の立ち上がり又は立ち下がり期間においてゲートライン
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へ駆動電圧が印加されないように、ゲートドライバ７の
出力をマスクしている。そして、ドレインライン波形が
立ち上がりきって平坦になった時点で、ゲートラインに
ゲートパルス信号を印加して液晶セル５に対する書き込
みを開始させている。また、同極性で書き込みが行われ
るこれ以降の各走査線では、書き込み電圧の極性が反転
する走査線と同じだけの書き込み期間をとるようにして
いる。
【００５８】こうすることによって、同じ極性で書き込
まれる全ての走査線について液晶セル５に対する書き込
み状態を等しくできる。このため、液晶セル５に印加さ
れる書き込み電圧が全ての走査線につき同一となるた
め、走査線間で輝度差がなくなって横縞が発生すること
も無くなる。さらに、これまでの液晶表示装置（図９を
参照）と比べた場合、本実施形態では出力イネーブル信
号／ＶＯＥの生成論理をタイミングコントローラ８に設
けるほか、ゲートドライバ７が出力イネーブル信号／Ｖ
ＯＥに従って各ゲートラインへ書き込み電圧を供給する
かどうかを制御するための論理を設けるだけで良い。
【００５９】なお、上述した説明では２ラインドット反
転駆動について例示したが、３ライン以上の複数ライン
ドット反転駆動を行う場合であっても同様の動作とな
る。すなわち、同じ極性の書き込み電圧で駆動される３
番目の走査線以降では、２番目の走査線と同じくドレイ
ンライン３が既に同じ極性で充放電されている。したが
って、図３に示した時刻ｔ６～ｔ１１における２番目の
走査線と同様の動作が３番目の走査線以降でも行われる
ことになる。
【００６０】〔第２実施形態〕本実施形態による液晶表
示装置の基本的な構成は第１実施形態（図１を参照）と
同じであって、本実施形態ではタイミングコントローラ
８における信号のタイミング制御が第１実施形態と異な
っている。そこで以下、液晶表示装置の具体的動作を説
明するが、本実施形態では２ラインドット反転駆動の場
合と３ライン以上のラインドット反転駆動とでは動作が
若干異なっている。
【００６１】（１）２ラインドット反転駆動
そこでまず図５のタイミングチャートを参照して２ライ
ンドット反転駆動の動作を説明する。なお、図５では図
３に示した時刻に対応するものについて同一の時刻を付
けている。また本実施形態でも、図５に示したタイミン
グの直前のフレームでは、ｎライン及びｎ＋１ラインが
何れも負極性の書き込み電圧によって駆動されていたも
のとする。
【００６２】まず、時刻ｔ１になるとタイミングコント
ローラ８はクロック信号ＶＣＫにパルスを発生させる。
しかし、この場合は第１実施形態と違ってタイミングコ
ントローラ８は同時刻ｔ１で出力イネーブル信号／ＶＯ
Ｅにパルスを発生させない。このため、ゲートドライバ
７はクロック信号ＶＣＫの立ち上がりに同期してゲート
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パルス信号をシフトさせ、ゲートライン２ｎに対してゲ
ートパルス信号を供給する結果、ゲートライン２ｎの電
圧が同時刻ｔ１から立ち上がる。もっとも、この時点で
ソースドライバ９はｎラインの映像データを取り込んで
いる最中であって、ドレインライン３にはｎ－１ライン
の映像データに対応した負極性の書き込み電圧が印加さ
れた状態になっている。
【００６３】次に、時刻ｔ２以降におけるｎラインの書
き込み動作は第１実施形態のものと概ね同じである。す
なわち、時刻ｔ２でラッチパルス信号ＳＴＢが立ち上が
ると映像データの取り込みが停止し、時刻ｔ３でラッチ
パルス信号ＳＴＢが立ち下がると、ｎラインの映像デー
タに対応した正極性の書き込み電圧がドレインライン３
ヘ供給される。この場合、本実施形態では既に時刻ｔ１
でゲートライン２ｎにゲートパルス信号が供給されてい
るため、ゲートライン２ｎに対応した液晶セル５に対し
て同時刻ｔ３から書き込みが始まる。
【００６４】次に、時刻ｔ５でスタートパルス信号ＳＰ
が立ち上がるとｎ＋１ラインの映像データの取り込みが
始まる。そして、時刻ｔ１から時間Ｔが経過した時刻ｔ
６になると、タイミングコントローラ８は再びクロック
信号ＶＣＫにパルスを発生させる。ただし、このときに
はｎラインの場合とは違ってタイミングコントローラ８
は出力イネーブル信号／ＶＯＥにもパルスを発生させ
る。
【００６５】このため、ゲートドライバ７はゲートパル
ス信号をシフトさせてゲートライン２ｎに対するゲート
パルス信号の供給を止めるほか、ゲートライン２ｎ＋１
に対してゲートパルス信号を供給することもしない。こ
うして、同時刻ｔ６でゲートライン２ｎに対応する液晶
セル５への書き込みは終了する。以上のように、本実施
形態では、書き込み電圧の極性が反転する走査線におけ
る書き込み期間は時間Ｔとなる。
【００６６】そしてこれ以後は第１実施形態におけるｎ
＋１ラインのときの動作と同様のことが行われる。ただ
し、本実施形態では出力イネーブル信号／ＶＯＥのパル
ス幅として時間Ａの代わりに時間Ａ２を用いており、ｎ
＋１ラインゲート波形が立ち上がる時刻を図３に示した
時刻ｔ９ではなく時刻ｔ９

2 
としてある。なお、この時

間Ａ２の値は第１実施形態における時間Ａと同様にし
て、横縞のない画面となる最小値を目視で確認しながら
予め求めておく。そして、時刻ｔ７でラッチパルス信号
ＳＴＢが立ち上がるとｎ＋１ラインの映像データの取り
込み動作が停止し、時刻ｔ８でラッチパルス信号ＳＴＢ
が立ち下がると同ラインの映像データに対応した書き込
み電圧をドレインライン３に供給する。
【００６７】次に、時刻ｔ６から時間Ａ２が経過した時
刻ｔ９

2 
でタイミングコントローラ８が出力イネーブル

信号／ＶＯＥを立ち下げると、ゲートドライバ７はゲー
トライン２ｎ＋１へゲートパルス信号を印加して液晶セ
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ル５への書き込みを開始させる。そしてこの後は、時刻
ｔ１１でクロック信号ＶＣＫが立ち上がってｎ＋１ゲー
トライン波形が立ち下がるまでゲートライン２ｎ＋１に
対する書き込みを継続する。以上のように、ｎ＋１ライ
ンについては書き込み期間が時間（Ｔ－Ａ２）となる。
なお、時刻ｔ１１からはｎ＋２ライン以降に対する書き
込みとなるが、例えばｎ＋２ライン及びｎ＋３ラインの
書き込み動作は、ドレインライン波形が負極性の書き込
み電圧になる以外はｎライン及びｎ＋１ラインと同じで
ある。
【００６８】（２）３ラインドット反転駆動
次に、図６のタイミングチャートを参照しながら３ライ
ンドット反転駆動の場合について具体的動作を説明す
る。なお、図６では図５に示した時刻に対応するものに
ついては同一の時刻を付けている。３ラインドット反転
駆動の場合も、図６の時刻ｔ１～ｔ１１における動作は
図５に示したこれら時間帯の動作と全く同じである。
【００６９】そして、時刻ｔ１１～ｔ１８ではｎ＋２ラ
インに対して同じ正極性の書き込み電圧による書き込み
動作が実施されるが、この期間中の動作は、書き込み対
象がｎ＋１ラインではなくｎ＋２ラインである点を除い
て図５に示した時刻ｔ６～ｔ１３の動作と同じである。
要するに、書き込み電圧の極性が反転する走査線以外の
走査線では、ドレインライン３が既に正極性の書き込み
電圧に充電されているため、何れについても書き込み期
間を時間（Ｔ－Ａ２）とすれば良い。このことは４ライ
ン以上のラインドット反転駆動を行う場合も同様であ
る。
【００７０】以上のように本実施形態では、ドレインラ
インの立ち上がりによる影響でｎラインにおける書き込
みが不十分となっている分、これと同じ極性の書き込み
電圧で駆動されるｎ＋１ライン以降の走査線については
書き込み期間を均等に短くしている。そのため例えば２
ラインドット反転駆動では、ｎ＋１ラインの書き込みに
おいて、ゲートライン２ｎ＋１に供給するゲートパルス
信号の立ち上げタイミングを出力イネーブル信号／ＶＯ
Ｅによって時間Ａ２だけ遅らせている。こうすること
で、全ての走査線に対して同一の書き込み状態とするこ
とが可能となり、走査線間の輝度差による横筋が発生し
なくなる。
【００７１】また本実施形態では、ｎラインの書き込み
期間を従来の液晶表示装置と同じく１水平期間に相当す
る時間Ｔのままとし、これに合わせてｎ＋１ライン以降
の書き込み期間を変更するようにしている。つまり、横
筋の発生しない範囲内で書き込み期間を最大にしている
ため、書き込み期間を縮めたことによる輝度の低下を最
小限に抑えることができる。さらに本実施形態では、第
１実施形態と同じく、これまでの液晶表示装置（図９を
参照）の構成に対して若干の追加・変更を行うことで実
現できるという利点がある。
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【００７２】〔第３実施形態〕本実施形態による液晶表
示装置の基本的な構成も第１実施形態（図１を参照）と
同じであって、第２実施形態と同じくタイミングコント
ローラ８における信号のタイミング制御が第１実施形態
と異なっている。そこで以下、本実施形態による液晶表
示装置の具体的な動作を説明するが、本実施形態でも２
ラインドット反転駆動の場合と３ライン以上のラインド
ット反転駆動とでは動作が若干異なっている。
【００７３】（１）２ラインドット反転駆動
まず図７のタイミングチャートを参照して２ラインドッ
ト反転駆動の場合について具体的動作を説明する。な
お、図７において図３（第１実施形態）又は図５（第２
実施形態）に示した時刻に対応するものについては同一
の時刻を付けている。また本実施形態でも、図７に示し
たタイミングの直前のフレームにおいて、ｎライン及び
ｎ＋１ラインが何れも負極性の書き込み電圧で駆動され
ていたものとする。さらに、２ラインドット反転駆動で
は出力イネーブル信号／ＶＯＥを使用しないことから、
タイミングコントローラ８は出力イネーブル信号／ＶＯ
Ｅを常時“Ｌ”に維持している。
【００７４】まず、時刻ｔ１～ｔ５における動作は第２
実施形態における同期間内の動作と同じであって、この
時刻ｔ５よりも後の動作が第２実施形態と異なってい
る。すなわち、タイミングコントローラ８は時刻ｔ１か
ら時間Ｔが経過してもクロック信号ＶＣＫにパルスを発
生させない。同様に、タイミングコントローラ８は時刻
ｔ２から時間Ｔが経過して時刻ｔ７になっても、ラッチ
パルス信号ＳＴＢにパルスを発生させない。このため時
刻ｔ７では、ソースドライバ９に入力されるデータが無
効期間に切り替わってｎ＋１ラインの映像データの取り
込みが停止する動作のみが行われる。
【００７５】次に、時刻ｔ１から時間（Ｔ＋Ａ３）が経
過して時刻ｔ６

3 
になると、タイミングコントローラ８

は第１実施形態や第２実施形態のときよりも時間Ａ３だ
け遅れてクロック信号ＶＣＫにパルスを発生させる。こ
こで、時間Ａ３の値は０≦Ａ３≦（無効期間の時間幅）
の範囲内で可変となっている。また、時間Ａ３の値は上
述した各実施形態における時間Ａや時間Ａ２と同じく、
横縞のない画面となるように目視で確認しながらその最
小値を上記範囲内で決定すれば良い。
【００７６】そして時刻ｔ６

3 
でクロック信号ＶＣＫが

立ち上がると、ゲートドライバ７はゲートパルス信号を
シフトさせてゲートライン２ｎに対するゲートパルス信
号の供給を停止させる。こうして本実施形態ではｎライ
ンの書き込み期間が時間（Ｔ＋Ａ３）となる。そして、
上述したように出力イネーブル信号／ＶＯＥは常時
“Ｌ”であることから、ゲートドライバ７は同時刻ｔ６

3 
でゲートライン２ｎ＋１へのゲートパルス信号の供給

を開始させる。次に、時刻ｔ７から時間Ａ３が経過して
時刻ｔ７

3 
になった時点でタイミングコントローラ８は
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ラッチパルス信号ＳＴＢを発生させる。
【００７７】これによって、ソースドライバ９はラッチ
パルス信号ＳＴＢの立ち上がりに同期して、時刻ｔ７ま
でにシフトレジスタへ取り込んでおいたｎ＋１ラインの
映像データをラッチに転送する。次に、時刻ｔ１０でタ
イミングコントローラ８がスタートパルス信号ＳＰを発
生させることによって、ソースドライバ９はｎ＋２ライ
ンの映像データの取り込みを開始させる。なお、時間Ａ
３を無効期間の範囲内に制限しているため、ラッチパル
ス信号ＳＴＢの立ち上がりがスタートパルス信号ＳＰの
立ち上がりよりも後になることはない。したがって、ソ
ースドライバ９内では、シフトレジスタの内容をラッチ
に転送してから、新たな映像データをシフトレジスタに
取り込むことができる。
【００７８】次に、時刻ｔ３から時間（Ｔ＋Ａ３）が経
過して時刻ｔ８

3 
になると、タイミングコントローラ８

は第１実施形態や第２実施形態のときよりも時間Ａ３だ
け遅れてラッチパルス信号ＳＴＢを立ち下げる。これに
より、ソースドライバ９はｎ＋１ラインの映像データに
対応した書き込み電圧をドレインライン３に供給するよ
うになる。このとき、ゲートライン２ｎ＋１には既に時
刻ｔ６

3 
からゲートパルス信号が印加されているため、

同時刻ｔ８
3 
からゲートライン２ｎ＋１に対応する液晶

セル５への書き込みが開始される。
【００７９】そして、これ以後の動作は第１実施形態や
第２実施形態と同様である。すなわち、時刻ｔ１１でク
ロック信号ＶＣＫが立ち上がるとゲートライン２ｎ＋１
に対するゲートパルス信号の供給が停止して、当該ゲー
トラインに対する書き込みが終了する。こうして本実施
形態ではｎ＋１ラインの書き込み期間が時間（Ｔ－Ａ
３）となる。この後、時刻ｔ１２でラッチパルス信号Ｓ
ＴＢが立ち上がると、ｎ＋２ラインの映像データの取り
込みが停止し、時刻ｔ１３でラッチパルス信号ＳＴＢが
立ち下がると、ｎ＋２ラインの映像データに対応した負
極性の書き込み電圧がドレインライン３に供給される。
【００８０】（２）３ラインドット反転駆動
次に、図８のタイミングチャートを参照して３ラインド
ット反転駆動について具体的動作を説明する。なお、図
８では図６（第２実施形態）又は図７に示した時刻に対
応するものについては同一の時刻を付けている。この場
合も、時刻ｔ１～ｔ１３における動作は、以下に述べる
点を除いて図７に示した同期間内の動作と同じである。
【００８１】すなわち、この場合には時刻ｔ１１でクロ
ック信号ＶＣＫが立ち上がるのと同時に、タイミングコ
ントローラ８は出力イネーブル信号／ＶＯＥを“Ｈ”に
する。このようにするのは、ｎ＋２ラインの書き込み期
間をｎ＋１ラインと同じ時間（Ｔ－Ａ３）にするためで
ある。これによって、ゲートドライバ７はゲートライン
２ｎ＋１へのゲートパルス信号の供給を停止させてｎ＋
１ラインに対する書き込みを終了させるほか、ゲートラ
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イン２ｎ＋２（図示省略）に対してもゲートパルス信号
を供給しないようにする。
【００８２】そして、時刻ｔ１１から時間Ａ３が経過し
て時刻ｔ１４

3 
になった時点で、タイミングコントロー

ラ８は出力イネーブル信号／ＶＯＥを立ち下げる。これ
によって、ゲートドライバ７はゲートライン２ｎ＋２に
対してゲートパルス信号を供給するようになる。このと
きには、既に時刻ｔ１３でｎ＋２ラインの映像データに
対応した正極性の書き込み電圧がドレインライン３に印
加されているため、同時刻ｔ１４

3 
でゲートライン２ｎ

＋２に対応した液晶セル５への書き込みが始まる。次
に、時刻ｔ１５でスタートパルス信号ＳＰが立ち上がる
とｎ＋３ラインの映像データの取り込みが始まる。
【００８３】そして、これ以後の動作はｎ＋１ラインと
ほぼ同様である。すなわち、時刻ｔ１６でクロック信号
ＶＣＫが立ち上がることでゲートライン２ｎ＋２に対す
るゲートパルス信号の供給が停止し、ゲートライン２ｎ
＋３（図示省略）に対してゲートパルス信号が供給され
るようになる。この後、時刻ｔ１７においてラッチパル
ス信号ＳＴＢが立ち上がことでｎ＋３ラインの映像デー
タの取り込みが停止し、時刻ｔ１８においてラッチパル
ス信号ＳＴＢが立ち下がることでｎ＋３ラインの映像デ
ータに対応した負極性の書き込み電圧がドレインライン
３に供給される。このように、３ライン以上のラインド
ット反転駆動の場合、ｎ＋２ライン以降のラインでは、
ｎ＋１ラインと書き込み状態を同一にするためにゲート
ラインに供給されるゲートパルス信号の立ち上がりを時
間Ａ３だけ遅延させている。
【００８４】以上の通りであって、第１実施形態や第２
実施形態ではクロック信号ＶＣＫおよびラッチパルス信
号ＳＴＢの周期が一定時間Ｔであった。これに対し、本
実施形態ではｎラインとｎ＋１ライン以降のラインとの
間では、クロック信号ＶＣＫ及びラッチパルス信号ＳＴ
Ｂの周期を連動して変えるようにしている。すなわち、
ドレインライン波形の立ち上がり期間が含まれるｎライ
ンでは書き込み期間を長くとり、ドレインライン波形が
フラットなｎ＋１ライン以降のラインでは書き込み期間
を短くしている。こうすることで、書き込み電圧の極性
が反転する走査線とそれ以降の走査線とで書き込み状態
を同一にすることができる。このため、走査線間で輝度
差がなくなって横筋の発生を防止することができる。
【００８５】また、本実施形態では、クロック信号ＶＣ
Ｋ及びラッチパルス信号ＳＴＢの周期を伸縮するときの
可変範囲をドライバ入力データの無効期間内に収めるよ
うな制限を課している。ここで、もし仮に何らの制約も
付けずにこれら信号の周期を可変できるようにすると、
無効期間の範囲外となった期間だけ有効期間が短くなっ
てしまう。このため、本来の有効期間（１１．９μｓ）
よりも短時間（例えば１０μｓ）で１水平期間分の映像
データを取り込まねばならなくなる。それには、ドット
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クロック信号の周波数を高めねばならないため、〔発明
が解決しようとする課題〕で述べたような問題が生じて
しまう。これに対し、本実施形態では、第１実施形態や
第２実施形態と同じ有効期間内に全ての映像データを取
り込むことができ、ドットクロック信号ＤＣＫの周波数
をいっさい変更する必要がない。
【００８６】さらに本実施形態によると、２ラインドッ
ト反転駆動を行うのであれば、ラッチパルス信号ＳＴＢ
及びクロック信号ＶＣＫのタイミングを調整するだけで
良い。このため、タイミングコントローラの構成を若干
変更することで実現可能となる。また、この場合には出
力イネーブル信号／ＶＯＥのタイミングを制御する必要
がないため、タイミングコントローラ８の制御が簡単に
なるという利点もある。一方、３ライン以上のラインド
ット反転駆動を行う場合にも、出力イネーブル信号／Ｖ
ＯＥの生成論理をタイミングコントローラ８に設けると
ともに、出力イネーブル信号／ＶＯＥに従って駆動電圧
を各ゲートラインへ供給するかどうかを制御する論理を
ゲートドライバ７に設けるだけで良い。
【００８７】〔変形例〕
（１）上述した各実施形態では、複数ラインドット反転
駆動を前提にして説明したが、単なる複数ライン反転駆
動であっても本発明を全く同様に適用することができ
る。
（２）また、上述した説明ではＴＦＴを用いた構成を前
提として説明を行っていたが、ＴＦＴの代わりにＭＩＭ
（Metal Insulator Metal） ダイオードを用いた構成を
採用しても良い。このほか、個々の液晶セルに対して外
部に保持容量を並列的に設けた構成などにも本発明を同
様に適用することができる。
（３）さらに、上述した各実施形態では、ゲートライン
およびドレインラインにそれぞれ駆動信号および書き込
み電圧を時間Ｔだけ供給する従来構成（図１０を参照）
を前提として、この従来構成に対して本発明を適用する
場合を説明した。しかし、駆動信号および書き込み電圧
を供給する時間は必ずしも時間Ｔでなくとも良く、例え
ば時間Ｔよりも所定時間αだけ短い時間（Ｔ－α）の間
だけ駆動信号および書き込み電圧を供給する構成を前提
として、本発明を適用するようにしても良い。
【００８８】
【発明の効果】以上説明したように、請求項１記載の発
明によれば、書き込み信号の極性が反転する走査線で
は、データ線の電圧の極性とは逆極性の書き込み信号の
供給が開始されてから所定時間後より該データ線へ駆動
信号を供給し、これ以外の後続の走査線でも、書き込み
信号の極性が反転する走査線について駆動信号が供給さ
れる時間と同じ時間だけ駆動信号を供給している。これ
により、データ線の電圧波形における鈍り部分をマスク
できるため、液晶セルに対する書き込み状態を全ての走
査線で同一にすることができる。したがって、走査線間
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の輝度差による横縞が発生することが無くなって表示品
位が向上する。
【００８９】また、請求項２記載の発明によれば、書き
込み信号の極性が反転する走査線以外の後続の走査線に
おいて、書き込み信号の極性が反転する走査線について
駆動信号が供給される時間よりも所定時間短かい時間だ
け駆動信号を供給している。これにより、液晶セルに対
する書き込み状態を全ての走査線で同一にすることがで
きるため、走査線間の輝度差による横縞が発生すること
が無くなって表示品位が向上する。また、書き込み信号
の極性が反転する走査線については駆動信号を供給する
時間を短かくしていないため、それだけ輝度を低下させ
ずに済むことになる。また、請求項３記載の発明によれ
ば、書き込み信号の極性が反転する走査線では、無効期
間の範囲内にある一定時間だけ１水平期間よりも長い期
間内で駆動信号及び書き込み信号を供給し、これ以外の
後続の走査線では上記一定時間だけ１水平期間よりも短
かい期間内で駆動信号及び書き込み信号を供給するよう
にしている。これにより、液晶セルに対する書き込み状
態を全ての走査線で同一にすることができるため、走査
線間の輝度差による横縞が発生することが無くなって表
示品位が向上する。また、駆動信号及び書き込み信号を
供給する期間を無効期間の範囲内で伸縮させているた
め、データ線駆動手段が映像データを取り込むためのド
ットクロック信号の周波数を変更するなどの必要が全く
ない。
【００９０】なお、請求項１乃至４記載の発明におい
て、目視による評価で画面に横縞が認められなくなるよ
うに、駆動信号又は書き込み信号が供給される期間を調
整することで、液晶表示装置内の各部の特性にバラツキ
があっても柔軟な調整が可能となるため、目視で横縞が
認識できない範囲で可能な限り輝度を上げることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】   本発明の各実施形態による液晶表示装置の
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要部の構成を示したブロック図である。
【図２】   ２ラインドット反転駆動を行った場合に、
或る１フレーム内で各画素に書き込まれた映像データの
電圧の極性を示した説明図である。
【図３】   本発明の第１実施形態による液晶表示装置
の動作を２ラインドット反転駆動の場合について示した
タイミングチャートである。
【図４】   ＳＸＧＡ規格，フレーム周波数６０ＭＨｚ
で２ラインドット反転駆動を実施した場合について横筋
の程度の確認結果を示した図表である。
【図５】   本発明の第２実施形態による液晶表示装置
の動作を２ラインドット反転駆動の場合について示した
タイミングチャートである。
【図６】   同実施形態による液晶表示装置の動作を３
ラインドット反転駆動の場合について示したタイミング
チャートである。
【図７】   本発明の第３実施形態による液晶表示装置
の動作を２ラインドット反転駆動の場合について示した
タイミングチャートである。
【図８】   同実施形態による液晶表示装置の動作を３
ラインドット反転駆動の場合について示したタイミング
チャートである。
【図９】   従来の技術による液晶表示装置の要部の構
成を示したブロック図である。
【図１０】   従来の技術による液晶表示装置の動作を
２ラインドット反転駆動の場合について示したタイミン
グチャートである。
【符号の説明】
１…液晶パネル、２ｎ，２ｎ＋１…ゲートライン、３…
ドレインライン、４…ＴＦＴ、５…液晶セル、６…コモ
ン電極、７…ゲートドライバ、８…タイミングコントロ
ーラ、９…ソースドライバ、ＤＣＫ…ドットクロック信
号、ＳＰ…スタートパルス信号、ＳＴＢ…ラッチパルス
信号、ＶＣＫ…クロック信号、／ＶＯＥ…出力イネーブ
ル信号

【図２】 【図４】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置通过多线反转驱
动而具有低功耗，并且能够在不使电路结构复杂的情况下防止水平条
纹。 当液晶单元的写入电压的极性每多条线反转时，漏极线需要在极性
反转的n条线中充电，并且漏极线波形的上升变钝（t3至t4）。 另一方
面，在n + 1行中，由于漏极线通过写入n线而被充电（t8至t9），因此波
形不会钝化。 因此，在两条线之间液晶单元的写入状态不同，导致水平
条纹。 因此，输出使能信号/ VOE在时钟信号VCK的上升沿（t1）处被
设置为“ H”，并且在经过预定时间A之后将应为“ H”的栅极线设置为“ L”时
将“ H”设置为“ H”。 （T4）开始液晶单元的写入。 通过这样做，在波形
钝化时段期间不执行写入，所有行的写入状态相同，并且不会出现水平
条纹。
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